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はじめに 

 
 
 
本書は、第３５回研究評価委員会において設置された「高速不揮発メモリ機

能技術開発」（事後評価）の研究評価委員会分科会（第１回（平成２５年１１月

１８日））において策定した評価報告書（案）の概要であり、ＮＥＤＯ技術委員・

技術委員会等規程第３２条の規定に基づき、第３８回研究評価委員会（平成２

６年３月２７日）にて、その評価結果について報告するものである。 

 

 

 

平成２６年３月 

 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

研究評価委員会「高速不揮発メモリ機能技術開発」分科会 

（事後評価）  
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独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 研究評価委員会 

「高速不揮発メモリ機能技術開発」（事後評価） 

分科会委員名簿 

 
 

（平成２５年１１月現在） 

  氏名 所属、役職 

分科 

会長 

さくらい たかやす 

桜井 貴康 
東京大学 生産技術研究所 第 3部 教授 

分科 

会長 

代理 

たかはし やすお 

高橋 庸夫 

北海道大学 大学院情報科学研究科  

情報エレクトロニクス専攻 教授 

委員 

きもと つねのぶ 

木本 恒暢 
京都大学 大学院工学研究科 電子工学専攻 教授 

しらいし けんじ 

白石 賢二 
名古屋大学 大学院工学研究科 計算理工学専攻 教授

ひがしの てるお 

東野 輝夫 

大阪大学 大学院情報科学研究科  

情報ネットワーク学専攻 教授 

みやもと やすゆき 

宮本 恭幸 

東京工業大学 大学院理工学研究科  

電子物理工学専攻 教授 

むらかみ かずあき 

村上 和彰 

九州大学 大学院システム情報科学研究院  

情報知能工学部門 教授 

敬称略、五十音順 

 
注＊：実施者の一部と同一組織であるが、所属部署が異なるため（実施者：東

京大学 大学院工学系研究科）「NEDO 技術委員・技術評価委員規程(平成２

３年７月７日改正）」第３４条（評価における利害関係者の排除）により、利

害関係はないとする。 
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プロジェクト概要 
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技術分野全体での位置づけ 

（分科会資料５－２より抜粋） 
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「高速不揮発メモリ機能技術開発」 

全体の研究開発実施体制 
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「高速不揮発メモリ機能技術開発」（事後評価） 

評価概要（案） 

 
１．総論 
１）総合評価 
クラウドコンピューティング、ビッグデータ等で今後重要性を増す低消費電

力ストレージクラスメモリを目指し、ReRAM（Resistance Random Access 
Memory；抵抗変化メモリ）をベースとしたアーキテクチャ技術とデバイス技術

の開発が、レイヤー連携しながら行われた。アーキテクチャ・レイヤーでは

ReRAM デバイスに対する仕様を明確化し、デバイス・レイヤーでは、その仕様

に対応するデバイス開発に注力した結果、より効率的な技術開発が行われ、競

争力のある技術成果が得られた。魅力的なメモリと言われながら、学術的知見

に乏しく、特性バラツキの大きかった ReRAM の実用化に向けた挑戦的なプロ

ジェクトであったが、ReRAM 素子の材料に立ち返り、スイッチング材料の酸素

制御という物理的メカニズムを踏まえて素子特性の改善に取り組んだ点が高く

評価できる。 
一方、デバイスとしては、当初目標はクリアしたものの、スイッチング素子

の信頼性向上やばらつき低減など、高速不揮発メモリの実用化に向けて幾つか

の課題が残っているので、それらを改善して実用化につなげていただきたい。 

 
２）今後に対する提言 
データセンターなどのメモリシステムでは、データの種類やデータ操作など

によってメモリアクセスのパターンには特徴が出てくることが予想される。今

回はアーキテクチャおよびデバイス・レイヤーでの最適化で成果が得られたが、

実際のシステムやアプリケーションに即した最適化技術を加味すると、より競

争力が増すものと考えられる。競合する MRAM（Magneto resistive Random 
Access Memory；磁気抵抗メモリ）、PRAM（Phase-Change Random Access 
Memory；相変化メモリ）等の進展を考慮し、これらのメモリに対する優位性と

コスト競争力を十分に検討いただきたい。 
一方、成果として技術的には素晴らしいものが出たと考えるが、事業戦略的

には、顧客ターゲットの絞り込みを含めてもう少し戦略的に進めるべきである。

また、メモリセルサイズを縮小した大規模容量メモリからコントローラとセッ

トでシステムとするとなっているが、スケーリングに不安が有るのならば、ま

ずは中規模容量メモリの時点でコントローラとセットで実用化すべきではない
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か。中規模容量メモリのストレージクラスメモリのアーキテクチャなどが早く

実用化されれば、国際的にもインパクトの大きな成果になると考えられる。今

回のアーキテクチャ・レイヤーの成果は、ReRAM のみならず、他のデバイス技

術にも有効である。 

 
２．各論 
１）事業の位置付け・必要性について 
今後のクラウドコンピューティング、ビッグデータ等を含む情報技術産業の

変革を、タイムリーに見通した技術開発であると考える。従来のハードディス

ク主体のメモリシステムでは消費電力が膨大になってしまうという課題があっ

た。そのため、本技術開発はより消費電力の小さい半導体メモリシステムを実

現するもので、社会的な意義は大きい。特に、高速な不揮発性メモリのアーキ

テクチャやデバイスを使って、有効に半導体メモリシステムを構成する技術開

発であり、市場としても大きいことが期待できる。日本の電気・電子・情報産

業の国際競争力強化も含めて、重要な課題の研究開発であり、NEDO が推進す

るプロジェクトとして適している。 
なお、メモリ業界は国際的な競争が激しく、日本の圧倒的な優位性も低下し

ているので、メモリ・LSI 業界の産業競争力を高めるための政策を強化してい

っていただきたい。 

 
２）研究開発マネジメントについて 
東日本大震災や共同研究先の会社更生法申請などの情勢変化によく対応した。

ReRAM のような、まだ動作原理も完全に解明されていないデバイス開発におい

て、これまでのメモリには無い高速大容量低ビットコストの不揮発性メモリを

果敢に目指している点は評価できる。また、不揮発メモリーデバイスアーキテ

クチャの研究を併走させ協調させることで、ReRAM メモリデバイスの性能目標

が的確になされたと考えられ、効果的であった。プロジェクトの構成として、

大規模メモリの企業と、不揮発性メモリアーキテクチャの専門家を協働させた

効果が現れている。研究開発目標は具体的、挑戦的であり、スケジュールや予

算規模も適切である。材料選択というもっとも重要なところから着手して、最

終的には実用化を見据えるところまでの実証が実現できている点は研究フロー

における要素技術間の関係、順序が適切であった。また、エルピーダ社は外資

であるマイクロン社傘下に入ったが、フラッシュをストレージクラスメモリと

して一体となった商品として供給できる強みがでたと言える。 
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３）研究開発成果について 
アーキテクチャ、デバイスともに競争力のある成果が出ている。ReRAM と

NAND 型フラッシュメモリの協調で、高速大容量・低ビットコストの不揮発性

メモリ技術が構築され、トータルのメモリ性能向上に資する領域で実現してお

り、評価できる。素子の材料に立ち返り、物理的メカニズムを踏まえた素子特

性の改善に取り組んだ点が高く評価できる。抵抗変化材料における酸素の供給、

拡散を制御した点はユニークである。数値目標はほとんどクリアされている。

フラッシュメモリなどの書き込み回数を削減し、消費電力を軽減するための不

揮発アーキテクチャを開発し、有効性を示した点は高く評価できる。知財権の

確保や成果の普及に関しても十分留意されている。 
一方、ストレージクラスメモリの他の候補である、STT-MRAM（スピン注入

型磁気抵抗メモリ）や PRAM（相変化メモリ）においても大きな技術革新がな

されており、差別化が今後の展開の重要な要素となる。 
なお、クラウドのみならず、高速不揮発メモリシステムが有効に活用できる

分野を開拓することも並行して考慮していくべきである。 

 
４）実用化・事業化に向けての見通し及び取り組みについて 
歩留まりや信頼性の確保まで到達していないが、実用化まで、あと一歩まで

来ている。ReRAM の特徴と現在の技術水準を十分に把握した上で、本高速メモ

リの応用分野を見据えている。新たな大規模高速不揮発メモリとなり、情報産

業など他産業への波及効果が大きい。ストレージクラスメモリの市場のニーズ

に焦点をあて、その中でも最有力とされる ReRAM に焦点を絞った点は評価で

きる。また、実用化の課題となっていた SET-RESET 電圧、信頼性、容量等に

対して的確な課題が設定されており、消費電力 1/10、速度 11 倍、寿命 7 倍とい

う成果は、実用化にとって非常に明瞭な優位性である。アーキテクチャ・レイ

ヤーの開発技術成果は実用性が高い。 
 一方、デバイスでは実用化の過程で必要な、スイッチング素子の信頼性向上、

バラツキ低減などのデータが、多少不足している。量産化において、バラツキ

などの問題の解決の為にも早急にメカニズムについて、より詳細な検討を行う

べきである。また、当初計画時には想定していなかった超格子構造による PRAM
の高速化や、STT-MRAM 研究進展の速さ等から見て、早期に実用化を検討して、

現時点での優位さを生かすべきである。 



 

10 

評点結果〔プロジェクト全体〕 

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.6 B A A B A B A

２．研究開発マネジメントについて 2.6 B A A A A B B

３．研究開発成果について 2.9 A A A A A B A

４．実用化・事業化に向けての見通し及

び取り組みについて 
2.1 C B B A A C A

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 

 
 

〈判定基準〉  

１．事業の位置付け・必要性について ３．研究開発成果について 

・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

２．研究開発マネジメントについて 
４．実用化・事業化に向けての見通し

及び取り組みについて 

・非常によい          →A
・よい             →B

・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・明確            →A
・妥当            →B
・概ね妥当          →C
・見通しが不明        →D

平均値 

2.1 

2.9 

2.6 

2.6 

0.0 1.0 2.0 3.0 

４．実用化・事業化に向けての

見通し及び取り組みについて

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性
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＜参考＞   

「高速不揮発メモリ機能技術開発」 

に係る評価項目・評価基準 

 

１．事業の位置付け・必要性について 
(1) ＮＥＤＯの事業としての妥当性 

・ ＩＴイノベーションプログラムおよびエネルギーイノベーションプロ

グラムの目標達成のために寄与しているか。 
・ 民間活動のみでは改善できないものであること、又は公共性が高いこと

により、ＮＥＤＯの関与が必要とされる事業か。 
・ 当該事業を実施することによりもたらされる効果が、投じた予算との比

較において十分であるか。 

 
(2) 事業目的の妥当性 

・ 内外の技術開発動向、国際競争力の状況、エネルギー需給動向、市場動

向、政策動向、国際貢献の可能性等から見て、事業の目的は妥当か。 

 
２．研究開発マネジメントについて 

(1) 研究開発目標の妥当性 
・ 内外の技術動向、市場動向等を踏まえて、戦略的な目標が設定されてい

るか。 
・ 目標達成度を測定・判断できる具体的かつ明確な開発目標を設定してい

るか。 

 
(2) 研究開発計画の妥当性 

・ 目標達成のために妥当なスケジュール、予算（各個別研究テーマごとの

配分を含む）となっているか。 
・ 目標達成に必要な要素技術を取り上げているか。 
・ 研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序は適切か。 
・ 継続プロジェクトや長期プロジェクトの場合、技術蓄積を、実用化の観

点から絞り込んだうえで活用が図られているか。 

 
(3) 研究開発実施の事業体制の妥当性 

・ 真に技術力と事業化能力を有する企業を実施者として選定しているか。 
・ 適切な研究開発実施体制になっており、指揮命令系統及び責任体制が明
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確になっているか。 
・ 目標達成及び効率的実施のために必要な実施者間の連携が十分に行わ

れる体制となっているか。 
・ 知的財産取扱（実施者間の情報管理、秘密保持、出願・活用ルール含む）

に関する考え方は整備され、適切に運用されているか。  

 
(4) 研究開発成果の実用化・事業化に向けたマネジメントの妥当性 

・ 成果の実用化・事業化につなげる戦略が明確になっているか。 
・ 成果の実用化・事業化シナリオに基づき、成果の活用・実用化の担い手、

ユーザーが関与する体制を構築しているか。 
・ 全体を統括するプロジェクトリーダーが選任されている場合、成果の実

用化・事業化シナリオに基づき、適切な研究開発のマネジメントが行わ

れているか。 
・ 成果の実用化・事業化につなげる知財戦略(オープン／クローズ戦略等) 

や標準化戦略が明確になっており、かつ妥当なものか。 

 
(5) 情勢変化への対応等 

・ 進捗状況を常に把握し、社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向等

に機敏かつ適切に対応しているか。 

 
３．研究開発成果について 

(1) 目標の達成度と成果の意義 
・ 成果は目標を達成しているか。 
・ 成果は将来的に市場の拡大あるいは市場の創造につながることが期待

できるか。 
・ 成果は、他の競合技術と比較して優位性があるか。 
・ 目標未達成の場合、達成できなかった原因が明らかで、かつ目標達成ま

での課題を把握し、この課題解決の方針が明確になっているなど、成果

として評価できるか。 
・ 設定された目標以外に技術的成果があれば付加的に評価する。 
・ 世界初、世界最高水準、新たな技術領域の開拓、又は汎用性のある成果

については、将来の産業につながる観点から特に顕著な成果が上がって

いる場合は、海外ベンチマークと比較の上で付加的に評価する。 
・ 投入された予算に見合った成果が得られているか。 
・ 大学又は公的研究機関で企業の開発を支援する取り組みを行った場合

には、具体的に企業の取り組みに貢献しているか。 
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(2) 知的財産権等の取得及び標準化の取組 
・ 知的財産権等の取扱（特許や意匠登録出願、著作権や回路配置利用権の

登録、品種登録出願、営業機密の管理等）は事業戦略、又は実用化計画

に沿って国内外に適切に行われているか。 

 
(3) 成果の普及 

・ 論文等の対外的な発表は、将来の産業につながる観点から戦略的に行わ

れているか。 
・ 成果の活用・実用化の担い手・ユーザー等に対して、適切に成果を普及

しているか。また、普及の見通しは立っているか。 
・ 一般に向けて広く情報発信をしているか。 

 
４．実用化・事業化に向けての見通し及び取り組みについて 

 
 本項目における「実用化・事業化」の考え方 
当該研究開発に係る試作品、サービス等の社会的利用(顧客への提供等)が開始

されることであり、さらに、当該研究開発に係る商品、製品、サービス等の販

売や利用により、企業活動(売り上げ等)に貢献することを言う。 

 
(1)成果の実用化・事業化の見通し 

・ 産業技術としての見極め（適用可能性の明確化）ができているか。 
・ 実用化に向けて課題が明確になっているか。課題解決の方針が明確にな

っているか。 
・ 成果は市場やユーザーのニーズに合致しているか。 
・ 実用化に向けて、競合技術と比較し性能面、コスト面を含み優位性は確

保される見通しはあるか。 
・ 量産化技術が確立される見通しはあるか。 
・ 事業化した場合に対象となる市場規模や成長性等により経済効果等が

見込めるものとなっているか。 
・ プロジェクトの直接の成果ではないが、特に顕著な波及効果(技術的・経

済的・社会的効果、人材育成等)がある場合には付加的に評価する。 

 
 (2)実用化・事業化に向けた具体的取り組み 
・ プロジェクト終了後において実用化・事業化に向けて取り組む者が明確に

なっているか。また、取り組み計画、事業化までのマイルストーン、事業

化する製品・サービス等の具体的な見通し等は立っているか。 


